
社会保険
扶養の壁のお話

あさひ人事労研
（新たな内容を把握しましたら予告なく更新等します…ご了承ください）



▼社保の扶養に残るためには（全体の整理）

①自分自身が社保に入らなくて良いか…を確認する

➁収入が扶養に入れる（残れる）か…を確認する

③扶養から外れてしまう場合、

特例扱いを受けられるか…を検討する
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例外も確認！
社保加入者が51人以上の会社だと
原則をクリアしても、以下全てに

該当すると、社保に入る必要があります

（令和６年９月までは、101人以上の会社です）

▼①まず、自分自身が社保に入らなくて良いかを確認する
原則を確認！

働く時間と日数が４分の３以上だと加入

パート・アルバイト…加入の判断に名称は関係ありません

2
※たまたま加入基準を満たしてしまっただけで、直ちに社保に入らなくても良いかどうかは、勤務先への確認となります。



自分自身が社保に入らなくて良いか？

を確認して

原則も例外もクリアして、

社保に入る必要がなさそうであれば…

次に

社会保険の扶養に入れるか（残れるか）の

確認に進みます。
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▼➁収入が扶養に入れる（残れる）かを確認する

原則は 金額で判断します

その他、続柄や同居要件等、色々ありますが、御相談ください。
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社会保険の扶養に入れるか？（残れるか？）

を確認して…

それが難しいようであれば、

いよいよ「130万円の壁への対応」を

検討します。
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▼③扶養から外れてしまう場合、
特例扱いを受けられるか検討する

２年間（２回）は、繁忙でたまたま多く働いた場合は、
すぐに扶養から外れることはありません…コレが基本的な考え方です

…たまたま多く働いたことを証明する「事業主証明」が必要になります 6



例）会社員の夫が、パートの妻を、社会保険の扶養にしている…夫の会社で、社会保険の扶養の調査が行われた。
そこで、妻の勤め先の人員不足の影響で、妻が多く働いた結果、妻の収入が多くなってしまったことが判明。

妻の勤務先夫の勤務先
本人（妻）からの要請を受けて、
要件に合致するようなら、事業主証明
を、本人に交付します。
（そして本人は夫に渡します。）

夫の勤務先で健康保険の扶養調査が行われたら、
「夫→妻→妻の勤め先」で、事業主証明の交付
を依頼し、これを受け取り医療保険の役所に出
して、扶養から外れないように手続きします。

何をすればよい？

夫の勤務先で行われた扶養調査の月か
ら「前１年間」が、基準です。

＊＊＊どの期間の収入？

一時的な勤務の増加が大前提なので、
過去の労働時間より減っている状況で
あれば、証明は難しいと考えます。

別の観点からの話で、労働時間が増え
た状態が恒常的となると一時的とは言
えず、扶養から外れて本人（妻）自身
が社保に加入しなければならない可能
性が出てきます。

＊＊＊証明のポイント

※上記「扶養調査」の例以外でも、明らかに社保扶養から外れる場合は、同じような対応が必要です。

※雇用保険に加入するか外れるか／税扶養になるか…この件は、別枠でお考えください。 7

〜 一時的について 〜
対象の妻について、
今の会社で、ずっとパートだった場合ではなく、
・今の会社で、以前は正社員でフルタイム勤務だった
・パート職で転職したので、前職のパートの仕事内容が違う

…こうした場合は、御相談ください
（おそらく、現在のパート契約書の内容との比較になるかと思われます）


